
 

 

第５章 復旧等に関する措置 

第１節 国民生活安定のための措置 

会社は、高速道路について、その機能が十分に発揮されるよう、施設の状況確認、安全の確保

等を行うなど適切に管理するものとする。 

第２節 復旧に関する措置 

会社は、武力攻撃災害の復旧に関し国において財政上の措置その他本格的な復旧に向けた所要

の法制が整備されるまでの間、武力攻撃災害の復旧のための措置は、武力攻撃事態の態様や武力

攻撃災害による被災の状況等を勘案しつつ、迅速な復旧に向けて、安全の確保に配慮した上で、

必要な措置を講ずるものとする。 

 




